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（単位：千円）

歳　入
予算現額

（Ａ）
3月補正

（Ｂ）
補正後予算

（Ｃ）
決算見込

（Ｄ）
比較

（Ｄ）-（Ｃ）
執行率
（Ｄ)/(Ｃ)

R05決算
（Ｅ）

R06-R05
(D)-（E）

医療給付費分現年課税分 1,018,900 10,027 1,028,927 1,028,927 0 100.0% 1,075,576 △ 46,649

後期高齢者支援金分現年課税分 425,096 5,418 430,514 430,514 0 100.0% 445,988 △ 15,474

介護納付金分現年課税分 154,554 3,860 158,414 158,414 0 100.0% 162,455 △ 4,041

国民健康保険税 医療給付費分滞納繰越分 11,169 0 11,169 12,226 1,057 109.5% 17,070 △ 4,844

後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,594 0 4,594 4,958 364 107.9% 7,051 △ 2,094

介護納付金分滞納繰越分 2,004 0 2,004 2,908 904 145.1% 4,496 △ 1,587

1,616,317 19,305 1,635,622 1,637,947 2,325 100.1% 1,712,637 △ 74,690

退職被保険者等
分

医療給付費分滞納繰越分 0 0 0 0 0 0.0% 84 △ 84

【R6科目廃止】 後期高齢者支援金分滞納繰越分 0 0 0 0 0 0.0% 26 △ 26

介護納付金分滞納繰越分 0 0 0 0 0 0.0% 30 △ 30

0 0 0 0 0 0.0% 139 △ 139

1,616,317 19,305 1,635,622 1,637,947 2,325 100.1% 1,712,776 △ 74,829

制度関係業務準備事業費補助金 7,545 38 7,583 7,583 0 100.0% 40 7,543

出産育児一時金補助金 0 0 0 0 0 0.0% 164 △ 164

7,545 38 7,583 7,583 0 100.0% 204 7,379

保険給付費等交付金（普通交付金） 5,959,574 △ 28,998 5,930,576 5,930,575 △ 1 100.0% 5,944,518 △ 13,943

保険給付費等交付金（特別交付金） 99,890 304 100,194 100,194 0 100.0% 101,618 △ 1,424

6,059,464 △ 28,694 6,030,770 6,030,769 △ 1 100.0% 6,046,136 △ 15,367

４財産収入 1,399 0 1,399 1,399 0 100.0% 1,391 8

保険基盤安定繰入金（税軽減分） 237,800 △ 16,425 221,375 221,375 0 100.0% 234,861 △ 13,486

保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 127,189 18,299 145,488 145,488 0 100.0% 152,191 △ 6,703

職員給与費等繰入金 130,164 9,730 139,894 139,894 0 100.0% 114,289 25,605

出産育児一時金繰入金 19,333 0 19,333 15,346 △ 3,987 79.4% 12,560 2,786

財政安定化支援事業繰入金 28,211 2,819 31,030 31,030 0 100.0% 29,938 1,092

その他一般会計繰入金 306 0 306 306 0 100.0% 2,150 △ 1,844

未就学児均等割保険税繰入金 3,873 △ 351 3,522 3,522 0 100.0% 3,595 △ 73

産前産後保険税繰入金 690 532 1,222 1,222 0 100.0% 116 1,106

547,566 14,604 562,170 558,183 △ 3,987 99.3% 549,700 8,483

基金繰入金 126,470 △ 24,217 102,253 102,253 0 80.9% 92,258 9,995

674,036 △ 9,613 664,423 660,436 △ 3,987 99.4% 641,958 18,478

６繰越金 純繰越金 55,105 0 55,105 99,672 44,567 180.9% 100,521 △ 849

７諸収入 10,677 41,344 52,021 54,043 2,022 103.9% 61,685 △ 7,642

8,424,543 22,380 8,446,923 8,491,849 44,926 100.5% 8,564,670 △ 72,821

令和６年度飯田市国民健康保険特別会計　決算見込　

科　　　目

１国民健康
保険税

小計

小計

計

２国庫支出
金

国庫補助金

県負担金・補助金

５繰入金

一般会計繰入金

小計

計

歳　入　合　計

計

３県支出金

計
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歳　出
（単位：千円）

予算現額
（Ａ）

3月補正
（Ｂ）

補正後予算
（Ｃ）

決算見込
（D）

不用額
(C)-(D)

執行率
（D）/(C)

R5決算
（E）

R6-R5
（D）-（E）

１総務費 137,709 9,730 147,439 147,439 0 100.0% 114,631 32,808

療養給付費 4,950,919 131,892 5,082,811 5,082,811 0 100.0% 5,108,717 △ 25,906

療養費 56,192 5,099 61,291 61,291 0 100.0% 60,136 1,155

審査支払手数料 20,478 △ 888 19,590 19,590 0 100.0% 20,082 △ 492

高額療養費 930,813 △ 164,587 766,226 766,226 0 100.0% 752,550 13,676

高額介護合算療養費 1,171 △ 514 657 657 0 100.0% 885 △ 228

移送費 移送費 1 0 1 0 1 0.0% 0 0

5,959,574 △ 28,998 5,930,576 5,930,575 1 100.0% 5,942,369 △ 11,794

出産育児諸費 出産育児一時金 29,000 0 29,000 23,019 5,981 79.4% 18,808 4,211

葬祭諸費 葬祭費 6,400 0 6,400 6,450 △ 50 100.8% 5,950 500

結核精神諸費 結核精神給付金 16,775 0 16,775 15,533 1,242 92.6% 15,777 △ 244

傷病手当諸費 傷病手当金 0 0 0 0 0 0.0% 75 △ 75

52,175 0 52,175 45,002 7,173 86.3% 40,610 4,392

6,011,749 △ 28,998 5,982,751 5,975,577 7,174 99.9% 5,982,980 △ 7,403

医療給付費分 1,345,087 0 1,345,087 1,345,087 0 100.0% 1,432,231 △ 87,144

後期高齢者支援金等分 604,669 0 604,669 604,669 0 100.0% 610,672 △ 6,003

介護納付金分 199,531 0 199,531 199,531 0 100.0% 196,329 3,202

2,149,287 0 2,149,287 2,149,287 0 100.0% 2,239,232 △ 89,945

特定健康診査等事業費 63,988 0 63,988 44,632 19,356 69.8% 41,707 2,925

保健事業費 19,097 0 19,097 12,287 6,810 64.3% 11,743 544

83,085 0 83,085 56,919 26,166 68.5% 53,450 3,469

６基金積立金 1,399 0 1,399 1,399 0 100.0% 1,391 8

８諸支出金 41,314 41,648 82,962 66,214 16,748 79.8% 73,315 △ 7,101

8,424,543 22,380 8,446,923 8,396,835 50,088 99.4% 8,464,998 △ 68,163

【歳入歳出差引残高】 95,014
【単年度収支】 △ 105,512

科　　　目

２保険給付
費

計

療養諸費

高額療養費

小計

小計

５保健事業費

計

歳　出　合　計

３事業費納
付金

計
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歳　入 （単位：千円）

本年度当初（A） 前年度当初（B） 比較（A）-（B） 対当初比

医療給付費分現年課税分 979,575 1,018,900 △ 39,325 96.1%

後期高齢者支援金分現年課税分 409,864 425,096 △ 15,232 96.4%

国民健康保険税 介護納付金分現年課税分 152,460 154,554 △ 2,094 98.6%

医療給付費分滞納繰越分 12,226 11,169 1,057 109.5%

後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,958 4,594 364 107.9%

介護納付金分滞納繰越分 2,004 2,004 0 100.0%

1,561,087 1,616,317 △ 55,230 96.6%

２国庫支出金 国庫補助金 制度関係業務準備事業費補助金 0 0 0        -

県負担金・補助金 保険給付費等交付金（普通交付金） 5,701,868 5,959,574 △ 257,706 95.7%

保険給付費等交付金（特別交付金） 102,484 99,890 2,594 102.6%

5,804,352 6,059,464 △ 255,112 95.8%

４財産収入 1,302 1,399 △ 97 93.1%

保険基盤安定繰入金（税軽減分） 227,100 237,800 △ 10,700 95.5%

保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 132,922 127,189 5,733 104.5%

職員給与費等繰入金 149,548 126,966 22,582 117.8%

出産育児一時金繰入金 18,666 19,333 △ 667 96.5%

財政安定化支援事業繰入金 28,234 28,211 23 100.1%

その他一般会計繰入金 286 306 △ 20 93.5%

未就学児均等割保険税繰入金 4,175 3,873 302 107.8%

産前産後保険税繰入金 667 690 △ 23 96.7%

561,598 544,368 17,230 103.2%

基金繰入金 143,226 126,470 16,756 113.2%

704,824 670,838 33,986 105.1%

６繰越金 純繰越金 95,014 55,105 39,909 172.4%

７諸収入 9,721 10,677 △ 956 91.0%

8,176,300 8,413,800 △ 237,500 97.2%歳　入　合　計

科　　　目

計

計

１国民健康保
険税

令和７年度飯田市国民健康保険特別会計予算（素案）事業勘定

３県支出金

計

小計

一般会計繰入金

５繰入金
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歳　出 （単位：千円）

本年度当初（A） 前年度当初（B） 比較（A）-（B） 対当初比

１総務費 149,548 126,966 22,582 117.8%

療養給付費 4,791,118 4,950,919 △ 159,801 96.8%

療養費 54,988 56,192 △ 1,204 97.9%

審査支払手数料 18,984 20,478 △ 1,494 92.7%

高額療養費 835,793 930,813 △ 95,020 89.8%

高額介護合算療養費 984 1,171 △ 187 84.0%

移送費 移送費 1 1 0 100.0%

5,701,868 5,959,574 △ 257,706 95.7%

出産育児諸費 出産育児一時金 28,000 29,000 △ 1,000 96.6%

葬祭諸費 葬祭費 6,600 6,400 200 103.1%

結核精神諸費 結核精神諸費 16,654 16,775 △ 121 99.3%

51,254 52,175 △ 921 98.2%

5,753,122 6,011,749 △ 258,627 95.7%

医療給付費分 1,372,668 1,345,087 27,581 102.1%

後期高齢者支援金等分 581,058 604,669 △ 23,611 96.1%

介護納付金分 193,335 199,531 △ 6,196 96.9%

2,147,061 2,149,287 △ 2,226 99.9%

特定健康診査等事業費 65,178 63,988 1,190 101.9%

保健事業費 18,914 19,097 △ 183 99.0%

84,092 83,085 1,007 101.2%

６基金積立金 1,302 1,399 △ 97 93.1%

８諸支出金 41,175 41,314 △ 139 99.7%

8,176,300 8,413,800 △ 237,500 97.2%歳　出　合　計

３事業費納付
金

計

科　　　目

２保険給付費

計

５保健事業費

計

療養諸費

高額療養費

小計

小計
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参考資料

▼県による費用額等の推移

〇費用額（千円） 見込み 見込み

年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

一般 7,292,401 7,121,476 7,354,430 7,342,248 6,976,118 6,863,542 6,681,649

退職 16,683 46 0 0 0 0 0

計 7,309,084 7,121,522 7,354,430 7,342,248 6,976,118 6,863,542 6,681,649

差額 -187,562 232,908 -12,182 -366,130 -112,576 -181,893

〇被保険者数（人） 見込み 見込み

年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

一般 20,483 20,061 19,625 19,128 17,951 16,810 16,336

退職 46 0 0 0 0 0 0

計 20,529 20,061 19,625 19,128 17,951 16,810 16,336

差額 -468 -436 -497 -1,177 -1,141 -474

〇1人当たり費用額（円） 見込み 見込み

年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

一般 356,022 354,991 374,748 383,848 388,620 408,301 409,014

退職 362,674 #DIV/0! 0 0 0 0 0

計 356,037 354,993 374,748 383,848 388,620 408,301 409,014

差額 -1,044 19,755 9,100 4,772 19,681 713
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度

R
5年

度
R
6
年
度

R
3
年
度

R
4
年
度

R
5年
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R
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度

R
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度
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度
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度
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年
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年
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年
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R
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年
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R
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R
5
年
度

R
6
年
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0
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月
診
療
分
か
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は
、
令
和
５
年
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の
給
付
に
対
し
て
、
令
和
６
年
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の
伸
び
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を
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積
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保
険
給
付
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（
療
給
・
療
養
・
高
額
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毎
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推
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左
か
ら
R
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、
R
4
、
R
5
、
R
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）
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円
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２
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２
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国
保

保
険
給
付
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給
・療

養
・高

額
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毎
月
の
給
付
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推
移
（左

か
ら

R
3、

R
4
、

R
5、

R
6年

度
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R6

R4

R
5
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国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
今
後
に
つ
い
て
 

 

国
の
「
保
険
料
水
準
統
一
加
速
化
プ
ラ
ン
（
第
２
版
）
令
和
６
年
６
月

26
日
」、

長
野
県
の
「
長
野
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
（
令
和
６
年
３
月
）」

に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税

（
料
）
の
統
一
に
係
る
検
討
が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
 

 
R4
 

R5
 

R6
 

R7
 

R8
 

R9
 

R1
0 

R1
1 

R1
2 

R
1
3 

R
1
4 

R
1
5 

R
1
6 

R
1
7 

R
1
8 

１
 
保
険
料
水

準
の
統
一
 

長
野
県
で
は
、
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
お
い
て
、
長
野
県

国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
に
よ
り
、
令
和
４
年
度
か
ら
令
和
９

年
度
の
６
年
間
か
け
て
二
次
医
療
圏
（
飯
田
下
伊
那
）
で
の
医

療
費
指
数
の
統
一
を
進
め
て
い
ま
す
。
 

長
野
県
で
は
、
令
和

10
年

度
以
降
は
、
医
療
費
指
数
の

県
単
位
の
統
一
を
段
階
的
に

行
う
こ
と
と
し
、
令
和

12
年

度
ま
で
に
事
業
費
納
付
金
算

定
時
に
医
療
費
指
数
を
反
映

さ
せ
な
い
納
付
金
ベ
ー
ス
の

統
一
を
目
指
し
ま
す
。
 

 
 

 
国
で
は
、
令
和

15
年
度
ま
で
に
完
全

統
一
す
る
こ
と
を
目
指
し
つ
つ
、
遅
く
と

も
令
和

17
年
度
（
令
和

1
8
年
度
保
険

料
算
定
）
ま
で
の
移
行
を
目
標
と
す
る
。
 

２
 
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
金

制
度
 

 
 

 
 

国
の
少
子
化
対
策
と
し
て
、
令
和
８
年
度
か
ら
保
険
料
（
税
）
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
が
追
加
さ

れ
ま
す
。
 

 １
 
保
険
料
水
準
の
統
一
の
意
義
（
国
の
「
保
険
料
水
準
統
一
加
速
化
プ
ラ
ン
（
第
２
版
）
令
和
６
年
６
月

26
日
」）

 

 
・
平
成

30
年
度
の
国
保
制
度
改
革
後
、
都
道
府
県
内
の
保
険
給
付
を
管
内
の
全
市
町
村
、
全
被
保
険
者
で
支
え
合
う
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
都
道
府
県
内
の
ど
こ
に
住
ん
で
い
て

も
、
同
じ
保
険
給
付
を
、
同
じ
保
険
料
負
担
で
受
け
ら
れ
る
の
が
望
ま
し
い
た
め
、
同
じ
所
得
水
準
・
同
じ
世
帯
構
成
で
あ
れ
ば
同
じ
保
険
料
負
担
と
な
る
よ
う
、
保
険
料
水
準
の

統
一
を
進
め
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
 

 ２
 
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
施
行
 

 
・
国
は
、
(1
)ラ

イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
通
じ
た
子
育
て
に
係
る
経
済
的
支
援
の
強
化
、
(2
)全

て
の
こ
ど
も
・
子
育
て
世
帯
を
対
象
と
す
る
支
援
の
拡
充
、
(
3
)共

働
き
・
共
育
て
の
推
進

に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
医
療
保
険
者
（
市
町
村
国
保
等
）
か
ら
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
を
徴
収
す
る
。
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    飯田市国民健康保険診療所条例の一部改正（飯田市国民健康保険南信濃診療所の設置） 

   について 

 

１ 改正の目的 

 令和７年３月竣工予定の「飯田市国民健康保険南信濃診療所」を国民健康保険法に基づく診

療所として設置するため、飯田市国民健康保険診療所条例（昭和39年飯田市条例第40号）の一

部を改正する。 

 

２ 診療所の名称及び位置  

名称  飯田市国民健康保険南信濃診療所 

位置  飯田市南信濃和田434番地1  

 

３ 診療日等 

(1) 診療日、診療時間 

・月曜日及び水曜日 午前９時から正午まで、午後２時から午後４時30分まで 

・木曜日及び土曜日 午前９時から正午まで 

 

(2) 執務医の体制 

・月、水、土(週2.5日) 山路 研二 医師 

・木(週0.5日)     鷲山 久之 医師 

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

午前 
9:00 

～正午 
休診 

9:00 

～正午 

9:00 

～正午 
休診 

9:00 

～正午 
休診 

午後 
2:00 

～4:30 
休診 

2:00 

～4:30 
休診 休診 休診 休診 

執務医 山路医師 － 山路医師 鷲山医師 － 山路医師 － 

 

４ 条例改正案 

別添資料のとおり 

 

５ 今後の予定 

・令和７年飯田市議会第１回定例会に、飯田市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条

例の制定についての議案提出を予定する。 

・令和７年３月31日に、診療所の竣工を予定する。 

・県等への必要な手続きを経て、令和７年６月以降の開業を予定する。 
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歳　入 （当初予算） （単位：千円）

本年度当初（A） 前年度当初（B） 比較（A）-（B） 対前年比

一般会計繰入金 一般会計繰入金 3,455 2,508 947 137.8%

事業勘定繰入金 事業勘定繰入金 1,500 1,500 0 100.0%

２繰越金 繰越金 繰越金 10 10 0 100.0%

国民健康保険診療報酬収入 4,149 100 4,049 4149.0%

社会保険診療報酬収入 3,137 100 3,037 3137.0%

後期高齢者診療報酬収入 17,571 700 16,871 2510.1%

その他診療報酬収入 10 10 0 100.0%

一部負担金収入 6,997 249 6,748 2810.0%

介護報酬収入 1 1 0 100.0%

31,865 1,160 30,705 2747.0%

特定健康診査等受託料 3,036 0 3,036 皆増

雑入 34 22 12 154.5%

39,900 5,200 34,700 767.3%

歳　出 （単位：千円）

本年度当初（A） 前年度当初（B） 比較（A）-（B） 対前年比

１総務費 施設管理費 一般管理費 28,915 4,570 24,345 632.7%

人件費 報酬 17,462 10 17,452 174620.0%

旅費 普通旅費 15 0 15 皆増

需用費 1,395 464 931 300.6%

消耗品費 262 50 212 524.0%

燃料費 203 20 183 1015.0%

光熱水費 821 300 521 273.7%

修繕料 109 94 15 116.0%

役務費 659 205 454 321.5%

通信運搬費 477 126 351 378.6%

手数料 25 25 0 100.0%

保険料 157 54 103 290.7%

委託料 5,888 2,672 3,216 220.4%

浄化槽管理業務 219 219 0 100.0%

施設清掃等業務 186 123 63 151.2%

施設設備保守点検
業務

458 0 458 皆増

システム保守業務 742 270 472 274.8%

検査業務 630 0 630 皆増

廃棄物処理業務 67 20 47 335.0%

医療機器等環境設
定業務

1,506 0 1,506 皆増

診療業務 2,080 2,040 40 102.0%

使用料 516 75 441 688.0%

テレビ受信料 58 25 33 232.0%

事業用機材等借上
料

448 40 408 1120.0%

清掃用具使用料 10 10 0 100.0%

工事費 工事費 1,447 315 1,132 459.4%

備品購入費 事業用備品 620 300 320 206.7%

負担金 913 529 384 172.6%

歯科医師会 100 100 0 100.0%

連合施設 75 29 46 258.6%

医師会 338 0 338 皆増

直営診療施設運営
費

400 400 0 100.0%

２医業費 医業費 医業費 10,985 630 10,355 1743.7%

（機械器具費） 需用費 修繕料 30 30 0 100.0%

（衛生材料費） 需用費 医薬材料費 10,455 100 10,355 10455.0%

役務費 手数料 10 10 0 100.0%

委託料 技工委託料 490 490 0 100.0%

39,900 5,200 34,700 767.3%

歳　入　合　計

科　　　目

歳　出　合　計

４諸収入 雑入

令和７年度飯田市国民健康保険特別会計予算（素案）直診勘定

科　　　目

１繰入金

３診療収入
外来収入

計
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国民健康保険運営協議会資料 

令和７年２月 12日 

特定健康診査等実施状況について 
 

１ 保健事業実施計画（データヘルス計画）について 

国の方針において各保険者は、健診やレセプト等の健康・医療費情報を分析して、加入者の健康保持増進

のために保健事業の実施計画の策定が求められています。飯田市では昨年度策定した「第３期保健事業実施

計画（データヘルス計画）」に基づき、健康寿命の延伸や医療費適正化を目指して生活習慣病の発症や重症化

予防の保健事業に取り組んでいます。 

 

２ 特定健康診査の実施状況 

（1）概要 

飯田市国保では、生活習慣病(高血圧症・糖尿病・脂質異常症など)の発症・重症化予防のために、特定

健康診査(以下「特定健診」という)を実施しています。特定健診の内容は、血液検査・尿検査・診察・問

診・心電図・眼底検査などです。これは、国が保険者に実施を定める年に一度の健診であり、個人の健康

を守るだけでなく、健診受診率などの評価により、国から国保に支給される交付金の金額にも影響します。 
 

（2）特定健診受診状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

令和５年度の特定健診受診率は 44.6％（法定報告最終版県内 63 位/79 保険者）で、令和５年度の目標

値である 45％には届きませんでしたが、前年度より 2.1%上昇しました。（図１） 

受診率を年代別にみると、40～60 歳代前半においては県の受診率を上回っています。課題である 65 歳

以上の受診率は、県と比較するとまだまだ低い状況です。（図２） 

 

（3）受診率向上の取組 

飯田市国保では、土曜日や午後などの健診機会の拡大、健診の受診勧奨、医療機関等への健診実施・デ

ータ提供の依頼、特定健診と前立腺がん、大腸がん等のがん検診との同時受診などを行い、受診率の向上

に取り組んでいます。令和７年度についても、この取組を継続します。 

ア 医療機関からの検査データ提供依頼 

   65歳以上の方のうち約６割は定期的に通院していることから市内医療機関を訪問し、受診率向上に向

けた協力依頼を行いました。令和５年度は医療機関から 208 件のデータ買取をさせていただきました。 

イ 39歳以下への取組み 

   若年期から健診を受けて自己の健康や体の状態について考えていただき、継続的な健診受診の意識づ

けとするため、これまで申込制であった 39歳以下国保のうち 35～39歳国保加入者全員へ受診券を送付

しました。その結果 39歳以下の受診者は令和５年度 43名でしたが、令和６年度は 188名と増加しまし

た。 
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ウ 健診未受診者への受診勧奨 

新規で対象になった 40歳の方や国保へ加入された方、前年度に健診受診された方、生活習慣病が重

症化するリスクの高い方を対象に、それぞれに効果的な方法（電話、訪問、通知）で健診受診勧奨を

行いました。【実績：12月末までに延べ 5,501回】 

エ インセンティブ事業 

令和５年度検査結果データ（職場健診、医療機関での検査結果等）提出者へお礼の品（「ほっ湯アッ

プル」入場券）と共に今年度のデータ提出の依頼を実施しました。【実績：159名】 

  健診受診者から抽選 100名の方に、「域産域消の食育店（25店舗）」「ほっ湯アップル」で使用可能なク

ーポンを送付しました。 

 

３ 特定健診後の保健指導の実施状況について 

（1）概要 

  特定健診の結果から、飯田市では国が定める「特定保健指導」の他に、「生活習慣病重症化予防対象者へ

の保健指導」、「その他の保健指導」を実施しています。 

※特定保健指導の対象者：腹囲（もしくは体重）が基準以上で、さらに血圧・糖・脂質のいずれかの数値が基準以上の方

（高血圧・糖尿病・脂質異常症のいずれかで内服中の方は除く） 

 
（2）特定保健指導実施状況 

  

 

 

 

 

特定保健指導に該当する方には、２回以上の継続した保健指導を実施しました。保健指導終了率は

74.9％(県内 30 位/79 保険者)とデータヘルス計画の目標値 75%をわずかに下回りましたが県の 53.2％に比べ高

率で維持しています。（表１）また、メタボリックシンドローム該当者の改善率は約 10％、予備群の改善

率は約 20％で推移しています。（表２） 
 

（3）生活習慣病重症化予防対象者への保健指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保の一人あたり医療費は同規模・県・国に比べ低いですが、令和５年総医療費に占めるデータヘ

ルス計画のターゲットとなる疾患の割合は、糖尿病(6.77％) 高血圧症(3.60％) 脂質異常症(2.51％) 

脳血管疾患（2.57％)で、同規模・県・国に比べ高くなっています。（表３） 

表１ 令和５年度特定保健指導終了率（法定報告最終版） 

 

表２ 特定健診・保健指導実施結果集計表（県集計）総計 

 

対象者 終了者 終了率 県終了率

積極的支援 123 82 66.7% 34.5%

動機付け支援 336 262 78.0% 60.6%

合計 459 344 74.9% 53.2%

R1 R2 R3 R4 R5

市 10.5 7.8 12.1 11.1 10.6

県 11.0 9.2 11.1 11.0 10.5

市 20.2 11.2 21.6 21.4 18.4

県 20.1 17 20.3 21.1 19.4

前年度メタボ該当で、今年度メタボ該

当・予備軍ではなくなった者の割合

前年度メタボ予備軍で、今年度メタボ

該当・予備軍ではなくなった者の割合

表３ データヘルス計画のターゲットとなる疾患が医療費に占める割合 

 

表４ 重症化予防対象者の評価 

 R5年度

（有所見率） 改善 変化なし 悪化 健診未受診

430 73 116 36 205

（7.5％） （17.0％） （27.0％） （8.4％） （47.7％）

R4→R5 （R4）7.5％ 24.4％ 37.9％ 9.8％ 27.9％

249 96 23 5 125

（4.3％） （38.5％） （9.2％） （2.0％） (50.2%)

R4→R5 （R4）5.1％ 54.4％ 15.8％ 0.7％ 29.2％

434 136 101 22 175

（7.6％） （31.3％） （23.3％） （5.1％） （40.3％）

R4→R5 (R4)10.5% 51.5% 19.3% 3.3% 26.0%

項目
R6年度健診結果(R6.12月抽出分まで)

HbA1c
6.5％以上

Ⅱ度高血
圧以上

LDL-C
160以上

一人あたり医療費

飯田市 61億6541万5090円 28,357 3.89％ 0.25％ 2.57％ 1.14％ 6.77％ 3.60％ 2.51％ 12億7804万3240円 20.73％

同規模平均 1兆2423億1043万4620円 30,604 4.20％ 0.30％ 2.06％ 1.39％ 5.64％ 2.95％ 2.04％ 2309億1639万5690円 18.59％

県 1486億9652万4180円 28,472 4.29％ 0.22％ 2.21％ 1.17％ 5.55％ 2.96％ 2.04％ 274億1501万6510円 18.44％

国 9兆1954億1290万2750円 28,443 4.24％ 0.30％ 2.00％ 1.39％ 5.30％ 2.75％ 1.98％ 1兆6506億1960万4950円 17.95％

脳梗塞
脳出血

狭心症
心筋梗塞

金額

腎 脳 心市町村名 総医療費

中長期目標疾患 短期目標疾患

（中長期・短期）

目標疾患医療費計糖尿病 高血圧
脂質
異常症慢性腎不全

（透析有）
慢性腎不全
（透析無）
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ア 高血圧症 

データヘルス計画の優先的な健康課題である脳血管疾患の減少と重症化予防のため、高血圧者への保

健指導に取組みました。Ⅱ度高血圧（160/100）以上（163名）のうち 131名に実施し、また服薬なし（94

名）のうち受療につながった方は 34名（36.2％）でした。（R7.1月現在） 

血圧リスク第３層（Ⅰ度高血圧で心血管病リスクが高い）該当者 50名中 46名へも保健指導を実施

し、受診につながった方は 11名です。 

イ 糖尿病 

糖尿病重症化予防実施プログラムにより対象者を抽出し対象者へ保健指導を実施しました。 

未治療者へは糖尿病保健指導情報提供書を作成し医療機関受診を勧め、その後も継続的に関わりまし

た。 【HbA1c７以上の者：98名中 91名へ保健指導実施】 

 ウ 脂質・腎機能 

   ・男性 LDL-C 180㎜/Hg以上の方 51名へ保健指導を実施。 

   ・eGFR45未満（69歳以下）eGFR40未満（70歳以上）、尿蛋白２+以上の方 63名へ保健指導実施。 

 エ 重症化予防対象者の評価 

   令和５年度にⅡ度高血圧（160/100）以上、HbA1C7.0以上、LDL160以上に該当した方の令和６年度

健診の結果改善率は、血圧 38.5%、HbA1C 17.0%、LDL 31.3%でした。（表４）データの維持改善率が上

がるよう、引き続き保健指導に取り組むと同時に、健診未受診者も４～５割いることから重症化予防

対象者への健診受診勧奨を継続して行っていきます。 

 

（4）その他の保健指導 

  上記以外で保健指導が必要と判断した方へは、集団健診後の結果説明会を案内し保健指導を実施しま

した。また、今年度初めて特定健診を受診された方へは、原則として全員に保健指導を実施し、初年度

から丁寧な関わりを行うことで継続した受診につながるよう取組んでいます。 

集団健診を受診した年度末 74歳の方に対しては、翌年後期高齢者医療制度に移行しても継続的に受診

できるよう、健診の受診券を送付しました。 

今後も健康課題の解決に向け、生活習慣病の発症・重症化を予防できるよう、データヘルス計画に沿

って実施評価しながら取り組んでいきたいと思います。 

15


